
様式第１号 

令 和 ８ 年 度   就 学 援 助 申 請 書 
                                    令和  年  月  日 申請 

 鹿屋市教育委員会 様 

 

就学援助を受けたいので、就学援助の認定資料とし

て私の世帯に係る課税状況等、その他（国民年金、国

民健康保険、児童扶養手当、保護状況等）のデータを

使用することに同意し、下記のとおり申請します。 

 

  ※黒枠を全てご記入ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

住 所 
鹿屋市 

フリガナ  

保護者氏名  

連 絡 先 携帯等     －     － 

学
校
名 

※新中学1年生は、進学先の中学校名を記入 

鹿屋市立       

           学校  

学 

年 

※新学年で記入 
 

        年 

フリガナ       

児童生徒名  

世 
 

帯 
 

の 
 

状 
 

況 

本
人
䣍
保
護
者
及
び
生
計
が
同
一
の
方
に
つ
い
て
全
員
記
入 

氏  名 
世帯主との

続柄 
生年月日 

年 齢 
R8.4.1現在 

職業（勤務先）または学校・学年 

  
大・昭・平・令・西暦 

 年  月  日 
  

  
大・昭・平・令・西暦 

  年  月  日 
  

  大・昭・平・令・西暦 

  年  月  日 
  

  大・昭・平・令・西暦 

  年  月  日 
  

  大・昭・平・令・西暦 

  年  月  日 
   

  大・昭・平・令・西暦 

  年  月  日 
  

  大・昭・平・令・西暦 

  年  月  日 

  

・該当する項目の□に印（✓）を記入ください。（２）に（✓）を入れた場合は日付も記入ください。 

（１）□ 鹿屋市内の小・中学校に必ず入学（在学）（鹿屋市外への転出はない） 

（２）□ 現時点で、鹿屋市内の小・中学校に入学する（在学）か定かでない。（令和  年  月  日頃に転出か否か判明） 

（２）にチェックを入れた方は下記注意事項をお読みください。 

※鹿屋市内の小・中学校に入学（在学）する児童及び生徒の保護者に対して支払うものであり、市外の学校に入学（在学）される方 

については対象外となる可能性があります。 

※鹿屋市外への転出か否か判明した場合、早急に鹿屋市教育委員会学校教育課まで御連絡ください。           

〔口座振込先〕 ※保護者名義の口座を記入してください。必ず全ての欄に記入してください。 

金 融 機 関 名 本 支 店 名 預金種類 １.普通  ２.当座  ３.貯蓄 
銀行・相互信用金庫 

信用金庫・労働金庫 

農 協 ・ 信 用 組 合 

本 店 ・ 支 店 

本 所 ・ 支 所 

出張所・代理店 

口座番号 
 

フリガナ      

口座名義人 

申
請
理
由 

経済的にお困りの理由・様子等を具体的に記入してください。（記入のない場合、申請が認められない場合もあり

ます。必ずご記入ください。） 

 

 

 



 

令和８年度就学援助制度について 
                                            鹿屋市教育委員会 

 本市では児童・生徒の学校教育において、就学困難な学齢児童生徒の保護者に対して学校での費用の一部を援助し

ています。援助を希望される方は、下記のとおり学校教育課まで提出してください。 ※口座誤記載が大変増えてい

ます。口座情報に誤りがあった場合は支給が遅れますので、記載後は再度確認をお願いいたします。 

１ 提出書類 
(1) 令和８年度就学援助申請書 

(2) 振込先の通帳の写し（口座情報が確認できるページ） 

(3) 令和７年度所得課税証明書（令和７年１月１日現在で鹿屋市以外に居住されていた場合のみ） 

２ 提出先 
  鹿屋市教育委員会 学校教育課（本庁６階）               

３ 提出期限 
  令和８年２月20日（金）  ※就学援助制度について右記QRコードから確認できます。 
 
４ 対象者（参考）※世帯の課税所得を基に判定します。また、下記の要件等も認定に必要となります。 
○ 生活保護が停止または廃止になった方 

○ 市民税の非課税または減免等の適用をうけている方           

○ 学用品や通学用品等に不自由していたり、学校納付金の納付が困難な方 

 
５ 援助する費用 ※一部限度額あり。また入学準備金以外については入学後の支給となります。 

(1) 学用品費  (2) 通学用品費  (3) 校外活動費（年１回のみ）  (4) 修学旅行費 

(5) 医療費（国が定めた疾病の治療費。学校の健康診断等で異常が見つかった場合に対象。） 

(6) 入学準備金（新入学児童生徒のみ対象。３月下旬支給予定。） 

(7) 新入学学用品費（新入学児童生徒で入学準備金を支給されていない者のみ対象。６月下旬支給予定。） 

 

６ 申請書記入上の注意（必ずお読みください） 

(1) 申請書については、太枠内のみ記載し学校教育課まで提出してください。 

(2) 申請理由の欄には、具体的に記入してください。記入のない場合や詳しく記載されていない場合は、申請が認め 

られない場合もあります。 

(3) 原則として保護者口座に振り込みますが、特別な事情がある場合（学校徴収金の滞納者等）や保護者申出による

場合は、学校長口座に振り込みますので、後日、委任状の提出をお願いする場合があります。 

(5) 訂正をされる場合は、訂正箇所に必ず二重線を引いた上に訂正印を押してください。 

(6) 兄弟（姉妹）複数の場合でも１人分ずつの申請書が必要となりますので、それぞれ提出してください。 

 

７ その他（必ずお読みください） 

(1) 令和７年１月１日現在で鹿屋市以外に居住されていた方は、前の居住地の市町村役場から発行される「令和７年

度所得課税証明書（所得、所得控除の内容、課税額の記載された証明書）」を提出してください。お子さんと生

計が同じ家族全員（単身赴任、就学で市外在住の家族含む）の所得課税証明書の提出をお願いします。 

(2) 前年度課税の所得金額が就学援助を認定する際の参考となります。市・県民税が未申告の方（無職を含む）は、

すみやかに本庁税務課、または各総合支所住民サービス課で申告をしてください。 

生計が同じ世帯全員の所得状況・課税状況がわからない場合、否認定とします。 

(3) 振込先の口座に変更が生じた場合は振込先口座変更依頼書と振込先口座の通帳の写しを速やかに提出ください。 

(4) 同種の援助を本市あるいは他の市町村等で受けている場合は対象外となります。（例：里親制度など） 

(5) 世帯状況等の変更（離婚、再婚など）に伴う経済状況の変動によって、就学援助の停止をする場合があります。 
 

問合せ先：教育委員会 学校教育課（℡0994-43-2111 内線3633） 
 


